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介護老人保健施設カノープス・羽生 

訪問リハビリテーション及び介護予防訪問リハビリテーション 

重 要 事 項 説 明 書 
（令和６年６月１日現在） 

 

１．施設の概要 

（１）事業者 

事業者の名称 一般社団法人 羽生市医師会 

法人所在地 〒348-0051 埼玉県羽生市大字本川俣１３０５番地 

代表者氏名 会長  太 田 万 郷 

電話番号 ０４８－５６１－５５３９ 

 

（２）施設 

施設の名称 介護老人保健施設 カノープス☆羽生 

開設年月日 平成９年５月２０日 

所在地 〒348-0051 埼玉県羽生市大字本川俣１３０５番地 

電話番号 ０４８－５６３－３３２２ 

ファックス番号 ０４８－５６０－１３１４ 

管理者氏名 施設長  鈴 木 公 明 

介護保険指定番号 埼玉県１１５３９８００１８号 

 

（３）事業の目的と運営方針 

事業の目的 

当施設は、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下

における介護及び機能訓練、その他必要な医療並びに日常生活上の

お世話を行うことにより、入所者の能力に応じた日常生活を営むこ

とができるよう自立を支援し、家庭復帰を促進すること。また、（介

護予防）短期入所療養介護、（介護予防）通所リハビリテーション、

（介護予防）訪問リハビリテーションといったサービスを提供し、

利用者の方が要介護の状態を悪化させずに居宅での生活が継続で

きるよう支援することを目的としています。 

運営方針 

１．利用者の意思及び人格を尊重して、生きがいのある生活が営め

るよう、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めま

す。 

２．地域や家庭との結びつきを重視し、関係市町村、地域包括支援

センター､居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、他の介

護保険施設並びにその他の保健医療サービスまたは、福祉サー

ビスを提供する者との綿密な連携を図り、総合的なサービスの

提供に努めます。 

 

（４）施設定員等 

入所定員 １００名 

療養室 
【従来型個室】 個室Ⅰ ４室、個室Ⅱ  ２室 

【多床室】   ２人室 １室、４人室 ２３室 

通所定員 ４５名 
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（５）施設の職員体制 

従業者の職種 総数 常勤 非常勤 兼務 夜間 保有資格等 

医師 １ １    皮膚科 

理学療法士 １ １  ※１１  理学療法士     １名 

作業療法士 ２ ２  ※１２  作業療法士     ２名 

※１ 入所又は通所と兼務   

 

２．サービス内容 

種  類 内  容 

提供日 
・月曜日から金曜日、祝祭日もご利用いただけます。 

（ただし、１２月２９日～１月３日を除く） 

提供時間 ・８時３０分から１７時３０分まで 

実施区域 ・通常の事業の実施区域は、羽生市です。市外の方は要相談とします。 

サービス計画 

・医師の指示を基に、利用者・ご家族の希望を優先的に取り入れ、さ

らに理学療法士・作業療法士等のリハビリテーション専門職の視点

から総合的に判断し訪問リハビリテーション及び介護予防訪問リハ

ビリテーション計画を作成します。 

医学的管理・看護 ・訪問時にバイタル（血圧、体温等）チェックを行います。 

機能活動・運動 

・個々の利用者を把握し、生活環境の整備と活動を提供することによ

り機能の維持の向上・維持や低下の防止に努めます。また状態に合

わせ早期に集中的な個別の対応や認知・作業活動の対応も行います。 

相談援助 
・利用者及びご家族からの相談について、誠意を持って応じ、可能な

限り必要な援助を行います。（相談窓口）支援相談員 
 
※サービスの中には、利用者のご希望により提供するサービスがありますので、[訪問リハビ

リテーション及び介護予防訪問リハビリテーションについて]を参照し支援相談員にご相

談ください。 

 

３．緊急時の連絡 

「訪問リハビリテーションサービス申込書」にご記入いただいた連絡先にご連絡します。 

 

４．緊急時及び事故発生時の対応 

   訪問リハビリテーション等の利用中に利用者の心身の状態が急変した場合や事故が発生し

た場合は、必要に応じて臨時応急の手当てを行うとともに、速やかに主治医への連絡を行い、

指示を求めます。また、利用者の家族、介護支援専門員、市町村への連絡を行うなど必要な

措置を講じます。 

   なお、訪問リハビリの提供により事故が発生した場合には、その損害を賠償します。 

（ただし、利用者の故意または、当施設に過失がない場合には、この限りではありません。） 
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５．要望及び苦情等の相談 

当施設には支援相談の専門員として支援相談員が勤務していますので、お気軽にご相談くだ

さい。 

当施設ご利用 

相談室 

窓口担当：支援相談員 遠藤・高橋 

対応時間：毎日８時３０分～１７時３０分 

受付電話：０４８－５６３－３３２２ 

※談話コーナー（自動販売機設置）側に備え付けられた「ご意見箱」

をご利用いただき、管理者に直接お申し出いただくこともできます。 

その他行政等の 

介護保険に関する

相談、苦情窓口 

①羽生市市民福祉部 高齢介護課 介護保険係 

TEL ０４８－５６１－１１２１（代表） 

FAX ０４８－５６３－４５８１ 

②埼玉県国民健康保険団体連合会 介護保険課 苦情対応係 

TEL ０４８－８２４－２５６８（苦情相談専用） 

FAX ０４８－８２４－２５６１ 

 

６．その他 

当施設では、現在、第三者による評価の実施状況はありません。 

当施設についての詳細は、パンフレット等を用意してありますので、ご覧ください。 
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訪問リハビリテーション及び介護予防訪問リハビリテーションについて 

（令和６年６月１日現在） 

 

１．介護保険証の確認 

ご利用のお申込みに当たり、介護保険被保険者証を確認させていただきます。 

 

２．訪問リハビリテーション及び介護予防訪問リハビリテーションについての概要 

訪問リハビリテーション及び介護予防訪問リハビリテーションは、医師の指示に基づいた訪

問リハビリテーションの計画により、理学療法士・作業療法士などのリハビリテーション専門

職がご家庭を訪問し、必要なリハビリテーションを行います。また、利用者やご家族にリハビ

リ上の必要事項について指導や説明を行います。このサービスを提供するに当たり、利用者・

ご家族の希望を優先的に取り入れ、さらに専門職の視点から総合的に判断し、訪問リハビリテ

ーション計画及び介護予防訪問リハビリテーション計画を作成します。この計画案の内容につ

いてはご説明し、相談の上同意をいただき、サービス計画を決定します。 

 

３．利用料金 

介護報酬１単位当たりの単価が見直され、当施設の所在地である羽生市は６級地に該当し、

１単位＝１０．３３円となります。以下の参考金額は便宜上、地域区分単価を含めての表示と

なっております。これらの金額は、端数処理により若干異なる場合がございます。 

 

（１）介護予防訪問リハビリテーション・訪問リハビリテーション 

 ① 基本料金 

項  目 金 額  参考金額 備 考 

介護予防訪問

リハビリテー

ション費 

３，０７８ 

円／回 

１割 ３０８円／回 医師の指示を受けた理学療法士、作業療法

士又は言語聴覚士が、居宅を訪問し、２０

分間リハビリテーションを行います 
２割 ６１６円／回 

３割 ９２４円／回 

訪問リハビリ

テーション費 

３，１８１ 

円／回 

１割 ３１９円／回 医師の指示を受けた理学療法士、作業療法

士又は言語聴覚士が、居宅を訪問し、２０

分間リハビリテーションを行います 
２割 ６３７円／回 

３割 ９５５円／回 

 ② 加算（該当する場合に加算されます） 

項 目 金 額  参考金額 備 考 

予

防 
１２カ月超過減算 

－３０９ 

円／回 

１割 －３１円／回 利用を開始した日の属する月から起算

して 12 月を超えた期間に利用した場合 

※３月に 1回以上リハビリ会議を開催し

計画を見直しをし、その情報を厚労省に

提出することにより減算なしとなる 

２割 －６２円／回 

３割 －９３円／回 

介

護 

リハビリテーショ

ンマネジメント加

算２ 

２,２００ 

円／月 

１割 ２２０円／月 
リハビリテーション会議を開催し、個

別のリハビリテーション計画書作成、

実施及び定期的な評価をした場合。 

そして計画書等の内容に関するデータ

ーを厚労省に提出した場合 

２割 ４４０円／月 

３割 ６６０円／月 

リハビリテーショ

ンマネジメント加

算３ 

２,７８９ 

円／月 

１割 ２７９円／月 
事業所の医師が利用者又はその家族に

対して説明し、利用者の同意を得た場 

上記に加えて２７０単位/月 

２割 ５５８円／月 

３割 ８３７円／月 

認知症短期集中リ

ハビリテーション

実施加算 

２,４７９ 

円／日 

１割  ２４８円／日 認知症であると医師が判断した者でリ

ハビリによって生活機能の改善が見込

まれる者に対して、退院(所)日又は訪

問開始日から３月以内の期間に集中的

なリハビリを実施 ２回/週限度  

２割 ４９６円／日 

３割 ７４４円／日 
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共

通 

短期集中リハビリ

テーション実施加

算 

２,０６６ 

円／日 

１割 ２０７円／日 
退院（所）又は初回認定日から３ヶ月

以内に集中的なリハビリを実施 
２割 ４１４円／日 

３割 ６２０円／日 

サービス提供体制

強化加算（Ⅰ） 
６１円／回 

１割 ７円／回 

勤続年数７年以上の者を１名以上配置 ２割 １３円／回 

３割 １９円／回 

退院時共同指導加

算 

６,１９８ 

円／回 

１割 ６２０円／回 病院又は診療所に入院中の者が退院す

るにあたり、医師又は理学療法士等が

退院前カンファレンスに参加し退院時

共同指導を行った後に当該者に対する

初回の訪問リハを行った場合  

当該退院につき１回限り 

２割 
１,２４０円／

回 

３割 
１,８６０円／

回 

 

※負担割合は、市区町村から交付される介護保険負担割合証に記載してあります。 

 

（２）その他の利用料金 

項 目 金  額 ・ 備  考 

交通費 通常の事業の実施地域（羽生市）以外に居住する方が利用を依頼した場合にお

支払いいただきます。 

 

１６５円／片道 通常の事業の実施地域を超えた地点から片道１０キロ未満 

２１５円／片道 通常の事業の実施地域を超えた地点から片道１０キロ以上 

その他 
サービス提供にあたり必要となる利用者の居宅で使用する電気、ガス、水道等

の費用は、別途利用者様の負担となります。 

 

 

４．支払い 

請求書 

 

領収書 

月末締め翌月請求 

毎月１０日に、前月分の請求書を作成し、発送します。 

お支払いの確認後、領収書を交付いたします。 

口座振替の方は、領収書を次月の請求書と一緒に発送します。 

支払い方法 

 

口座振替 

現金支払（事務受付） 

銀行振込（埼玉縣信用金庫） 

 

支払い期日 

 

口座振替：２７日（銀行等休日の場合、その翌営業日） 

現金支払、銀行振込：月末日 
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介護老人保健施設訪問リハビリテーション及び 

介護予防訪問リハビリテーション重要事項についての同意書 

 
 

本書面の内容を証するため、本書２通を作成し、利用者、身元引受人及び当施設が署名又は記

名捺印のうえ各１通を保有するものとします。 

 

 

令和  年  月  日 

 

 

当施設サービスの提供にあたり本書面に基づき重要な事項を説明しました。 

 

 

       事 業 所   所 在 地  埼玉県羽生市本川俣１３０５ 

              施 設 名  介護老人保健施設カノープス・羽生 

              施 設 長  鈴 木  公 明 

 

 

              説 明 者                                    印  

 

 

 

介護老人保健施設カノープス・羽生を訪問利用するにあたり、介護老人保健施設訪問リハビリ

テーション及び介護予防訪問リハビリテーション利用重要事項の内容に関して、担当者による説

明を受け十分に理解しましたので同意します。 

 

 

＜利用者＞ 

住  所                   

 

氏  名                 印 

 

＜身元引受人＞ 

住  所                   

 

氏  名                 印 
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